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社
会
内
処
遇
の
原
型

ー
少
年
処
遇
の
先
駆
者
と
し
て
の
J
・
H
・
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
f

宮

澤

浩

一

一二三四

は
　
じ
　
め
　
に

ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
の
生
涯
と
業
績

ラ
ゥ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
設
立
の
時
代
的
背
景
と
そ
の
発
展
過
程

む
　
す
　
び

一
　
は

じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
犯
罪
人
の
社
会
内
処
遇
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
基
礎
を
置
い
た
処
遇
と
い
う
考
え
方
は
、
近
時
の
刑
事
政
策
の
主
要
な
テ
ー
マ
と
な
つ
て
い
る
。

こ
の
場
合
に
、
そ
の
モ
デ
ル
は
、
英
米
と
か
北
欧
の
今
日
の
犯
罪
者
処
遇
の
多
く
の
試
み
を
も
つ
て
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
犯
罪
者
処
遇
の
分
野

に
お
い
て
、
わ
が
国
と
同
様
に
、
西
ド
イ
ッ
の
現
状
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
矯
正
施
設
内
の
処
遇
に
重
点
の
あ
る
、
比
較
的
遅
れ
た
対
応
策

が
目
立
つ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
、
ド
イ
ツ
の
場
合
に
は
、
一
九
世
紀
の
三
〇
年
代
に
、
す
で
に
、
非
行
少
年
、
放
任
さ
れ
た
少
年
に
対
す
る
社

会
内
処
遇
が
実
施
さ
れ
、
処
遇
の
中
心
機
関
と
し
て
、
地
域
住
民
の
代
表
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
少
年
福
祉
委
員
会
の
構
想
が
描
か
れ
た
こ
と
が
あ

　
　
　
社
会
内
処
遇
の
原
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
　
　
　
（
一
四
五
）



　
　
　
社
会
内
処
遇
の
原
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六
　
　
　
（
一
四
六
）

つ
た
。
社
会
内
処
遇
の
方
は
実
現
し
、
か
な
り
の
期
間
、
相
当
な
実
績
を
お
さ
め
た
け
れ
ど
も
、
少
年
福
祉
委
員
会
の
構
想
は
、
遂
に
日
の
目
を

み
る
こ
と
な
く
、
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
北
欧
に
受
け
継
が
れ
、
少
年
法
制
に
お
い
て
、
指
導
的
な
地
位
を
占
め
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
制
と
し
て
結

実
し
た
。
此
の
事
実
は
、
昭
和
四
九
年
秋
に
来
目
し
、
少
年
法
制
と
犯
罪
者
処
遇
に
つ
い
て
講
演
を
し
た
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
の
ハ
ン
ス
・
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ア
ヒ
ム
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
に
よ
つ
て
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
の
刑
事
政
策
の
歴
史
に
お
い
て
、
此
の
輝
か
し
い
先
駆
者
の
栄
誉
を
担
う
者
は
、
法
律
家
で
も
、
刑
事
政
策
家
で
も
な
く
、
神
学
者
の

ヨ
ハ
ン
・
ヒ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
で
あ
る
。
此
の
人
の
業
績
は
、
今
世
紀
の
初
頭
（
一
九
〇
一
年
～
一
九
〇
八
年
）
に
、
四
冊
の
全
集
が
公

刊
さ
れ
て
い
る
し
、
一
九
六
二
年
に
は
、
行
刑
改
革
に
つ
い
て
の
論
著
を
ま
と
め
た
著
作
集
も
公
刊
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ド
イ
ッ
で
は
、
や
や
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
で
は
、
極
く
簡
単
に
扱
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
つ
と
も
、
ド
イ
ツ
で
も
、
行
刑
改
革
に
つ
い
て
の
寄
与
に

関
心
を
示
め
す
者
は
多
い
が
、
少
年
処
遇
に
つ
い
て
論
及
す
る
者
は
殆
ん
ど
居
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
私
は
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
“
デ
ィ
ー
ツ
の
論
著
を
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
の
業
績
に
関
心
を
持
ち
、
殊
に
、
最
近
そ
の
全
著
作
集
が

公
刊
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
こ
れ
を
入
手
し
た
。
こ
の
う
ち
、
少
年
処
遇
や
監
獄
法
改
正
に
関
す
る
も
の
は
、
第
四
巻
の
第
一
、
第
二
分
冊

と
第
六
巻
、
そ
の
他
、
若
干
の
論
文
が
あ
る
。

　
本
稿
は
、
学
生
時
代
か
ら
、
資
料
に
対
す
る
厳
格
な
態
度
、
そ
の
探
究
心
の
旺
盛
さ
と
考
証
の
確
実
さ
、
そ
し
て
す
ぐ
れ
た
多
数
の
著
作
に
よ

り
、
多
く
の
教
示
を
得
た
手
塚
豊
教
授
の
御
退
職
に
際
し
て
、
そ
の
学
恩
に
感
謝
す
る
た
め
に
捧
呈
す
る
も
の
で
あ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
資
料
を

用
い
て
、
刑
事
政
策
の
先
達
の
業
績
を
追
及
し
、
そ
の
現
代
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
小
稿
の
ス
タ
イ
ル
は
、
手
塚
教
授
か
ら
学
ん
だ

も
の
で
あ
る
。
限
り
な
い
感
謝
の
気
持
の
一
端
を
披
握
す
る
。

　
（
1
）
　
例
え
ば
、
頃
餌
屋
頃
①
冒
ユ
畠
国
箆
“
ω
魯
簿
ロ
巳
β
ロ
磯
甘
ひ
q
窪
3
一
9
R
望
声
津
暮
o
『
ぎ
国
器
ま
①
ぎ
這
お
…
属
四
ロ
⑦
智
8
岳
目
ω
9
器
崔
R
り
国
ユ
ヨ
ぎ
o
ざ
α
q
す

　
　
①
寅
注
讐
旨
耳
①
仁
且
勺
ぎ
三
Φ
B
Φ
し
O
謹
噂
ψ
旨
O
罫
α
Φ
ぺ
ω
こ
囚
『
一
ヨ
ぎ
〇
一
〇
喰
Φ
冒
究
＆
の
耳
餌
ぼ
g
年
oo
『
a
〈
o
＝
N
仁
堕
一
零
ρ
ψ
“
審
旨



（
2
）
　
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
・
宮
沢
浩
一
訳
、
西
ド
イ
ツ
の
少
年
犯
罪
の
現
況
と
法
改
正
の
状
況
に
つ
い
て
、
家
庭
裁
判
月
報
二
七
巻
四
号
、
昭
和
五
〇
年
、
三
五
頁
以
下
、
特
に
、
三
九

　
頁
、
同
・
犯
罪
者
処
遇
の
新
し
い
道
、
犯
罪
と
非
行
、
二
四
号
、
昭
和
五
〇
年
、
一
頁
以
下
、
特
に
六
頁
。

（
3
）
　
例
え
ば
、
牧
野
英
一
・
日
本
刑
法
（
上
）
五
七
四
頁
注
1
、
正
木
亮
・
行
刑
上
の
諸
問
題
、
一
三
頁
注
5
、
同
・
新
監
獄
学
、
昭
和
四
三
年
、
三
〇
四
頁
、
小
川
太
郎
・
自
由
刑
の

　
展
開
、
保
護
観
察
を
基
点
と
し
た
保
安
処
分
、
昭
和
三
九
年
、
五
六
頁
、
重
松
一
義
・
刑
事
政
策
の
理
論
と
実
際
、
昭
和
四
九
年
、
七
〇
頁
（
こ
れ
は
、
パ
ウ
ル
・
ポ
ー
リ
ッ
ツ
・
東

　
邦
彦
訳
、
刑
罰
と
犯
罪
、
昭
和
一
三
年
の
記
事
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
）
。
こ
れ
ら
の
紹
介
の
な
か
で
、
ラ
ウ
エ
・
ハ
ウ
ス
と
か
ラ
ウ
エ
ル
・
ハ
ウ
ス
と
か
い
わ
れ
て
い
る
が
、
正

　
確
に
は
、
「
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
」
で
あ
る
。
私
も
、
か
つ
て
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ソ
に
つ
い
て
、
紹
介
し
た
な
か
で
ラ
ウ
ヘ
ン
・
ハ
ウ
ス
と
し
た
が
、
正
し
く
な
い
（
宮
澤
浩
一
・
少
年

　
法
制
の
歴
史
的
展
開
、
家
庭
裁
判
月
報
一
九
巻
五
号
、
昭
和
四
二
年
、
八
頁
）
。

（
4
）
躍
⑦
冒
N
鼠
乱
一
R
・
9
Φ
貫
望
揖
ほ
＜
9
冒
轟
ω
鴨
器
言
鴨
ゴ
昌
閃
仁
且
ω
貫
鉱
ぎ
一
冒
仁
α
q
巽
9
畦
ヨ
レ
零
ρ
ω
』
（
邦
訳
・
矯
正
資
料
四
〇
号
、
昭
和
五
一
年
、
二
頁
。
）
な

　
お
、
次
節
の
文
献
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
の
生
涯
と
業
績

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
本
稿
の
主
題
に
入
る
前
に
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
の
生
涯
と
そ
の
主
要
な
業
績
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

一
　
ヨ
ハ
ン
・
ヒ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
は
、
一
八
○
八
年
四
月
二
一
日
に
、
　
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
生
れ
た
。
彼
は
、
そ
の
幼
少
時
に
、
ナ
ポ

レ
オ
ン
の
ド
イ
ツ
征
覇
と
い
う
国
家
的
危
機
を
体
験
し
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
通
商
を
妨
害
す
る
た
め
、
港
を
閉
鎖
し
た
の
で
、

港
湾
都
市
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
経
済
は
、
完
全
に
破
行
し
た
。
そ
の
父
親
は
、
彼
が
一
五
歳
の
と
ぎ
に
死
亡
し
て
い
た
の
で
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
は
、
七

人
の
弟
妹
の
長
兄
と
し
て
母
親
を
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
そ
の
勉
学
時
代
に
、
家
族
の
た
め
に
家
庭
教
師
を
し
た
り
、
教
護
施
設
で
の

仕
事
に
よ
り
生
計
の
資
を
か
せ
い
だ
。
そ
の
折
に
、
彼
の
生
涯
を
決
定
し
た
多
く
の
問
題
を
知
つ
た
の
で
あ
る
。
一
八
二
八
年
か
ら
三
〇
年
ま
で
、

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
に
学
び
、
さ
ら
に
、
一
八
三
〇
年
か
ら
一
三
年
ま
で
、
ベ
ル
リ
ン
で
勉
学
を
続
け
た
。
ベ
ル
リ
ン
に
赴
く
途
中
で
、
ハ
ル

レ
に
あ
る
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ラ
ン
ケ
（
＞
轟
霧
け
自
震
ヨ
き
口
零
琶
良
①
）
の
大
き
な
孤
児
院
を
見
学
し
た
。
そ
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
で
、

彼
は
、
は
じ
め
て
、
行
刑
の
間
題
に
ふ
れ
た
。
ド
イ
ッ
の
行
刑
制
度
改
革
の
問
題
に
た
ず
さ
わ
つ
て
い
た
医
師
ユ
リ
ウ
ス
を
知
り
、
当
時
、
そ
の

　
　
　
社
会
内
処
遇
の
原
型
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四
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社
会
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処
遇
の
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型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
八
　
　
　
（
一
四
八
）

「
行
刑
学
講
義
」
を
聴
講
し
、
ユ
リ
ウ
ス
の
編
集
し
た
「
刑
罰
施
設
・
改
善
施
設
年
報
」
を
読
ん
だ
。

　
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
戻
つ
て
後
、
一
八
三
二
年
に
神
学
の
国
家
試
験
に
合
格
し
、
ラ
ウ
テ
ン
ベ
ル
ヒ
牧
師
の
協
力
者
と
な
つ
た
。
牧
師
は
、
ハ
ン
ブ

ル
ク
郊
外
の
ザ
ン
ク
ト
・
ゲ
オ
ル
ク
で
、
イ
ギ
リ
ス
式
の
目
曜
学
校
を
設
立
し
て
い
た
。
こ
の
学
校
で
は
、
子
供
達
に
初
等
教
育
と
家
教
教
育
を

授
け
て
い
た
。
当
時
、
そ
の
地
域
に
は
、
地
区
の
貧
困
な
家
庭
を
訪
問
し
、
最
低
限
必
要
な
援
助
を
す
る
仕
事
を
行
な
つ
て
い
た
訪
問
協
会

（
田
誓
魯
零
R
Φ
ε
が
存
在
し
た
。
こ
の
協
会
は
、
放
任
さ
れ
た
児
童
の
た
め
の
救
護
院
（
寄
9
琶
鵯
富
量
の
創
設
を
決
定
し
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル

ン
は
そ
の
指
導
を
引
き
受
け
た
。
こ
の
施
設
は
、
間
も
な
く
、
「
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
（
閑
き
窃
田
霧
）
の
名
で
有
名
と
な
つ
た
。

　
こ
の
全
く
小
さ
な
発
端
か
ら
、
模
範
的
な
教
護
施
設
が
成
立
し
た
。
一
八
四
〇
年
頃
に
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
は
、
施
設
教
育
員
を
そ
の
施
設
の
中

で
組
職
的
に
訓
練
す
る
仕
事
を
始
め
た
。
こ
の
仕
事
が
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
の
活
動
の
第
二
段
階
で
あ
つ
た
。
さ
ら
に
、
十
数
年
後
、
一
八
五
〇
年
代

の
半
ぽ
に
、
当
時
の
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
四
世
に
よ
り
、
刑
務
所
改
革
の
仕
事
を
手
が
け
る
よ
う
、
ベ
ル
リ
ソ
に

招
聰
さ
れ
た
。
そ
の
少
し
前
に
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
は
一
八
四
八
年
に
行
な
つ
た
有
名
な
講
演
に
よ
り
、
新
教
教
会
の
内
地
伝
道
会
の
創
設
を
促
し

て
い
た
。
一
八
五
二
年
か
ら
五
三
年
に
か
け
て
、
プ
・
イ
セ
ン
政
府
の
委
嘱
を
う
け
、
ラ
ン
ト
の
刑
務
所
を
歴
訪
し
、
そ
の
根
深
い
欠
陥
を
す
ぽ

や
く
発
見
し
た
。
一
八
五
七
年
に
、
内
務
省
の
刑
務
所
及
び
救
貧
制
度
の
審
議
官
と
な
つ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
計
画
に
従
い
、
か
つ
所
轄
官
庁
の

直
接
的
な
協
力
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
ペ
ン
ト
ン
ヴ
ィ
ル
に
な
ら
つ
て
、
ベ
ル
リ
ン
の
モ
ア
ピ
ッ
ト
に
独
居
房
施
設
が
出
来
た
。
こ
の
施
設
で

は
、
「
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
の
兄
弟
」
と
よ
ば
れ
た
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
の
薫
陶
を
う
け
た
副
牧
師
達
が
看
守
職
に
も
、
管
理
職
に
も
用
い
ら
れ
た
。

　
し
か
し
、
行
刑
改
革
に
理
解
を
も
ち
、
殆
ん
ど
孤
軍
奮
闘
し
て
い
た
国
王
が
病
に
倒
れ
、
死
去
し
た
こ
と
に
よ
り
、
モ
ア
ピ
ッ
ト
の
仕
事
は
支

持
者
を
失
い
、
周
囲
の
無
理
解
で
崩
壊
し
て
し
ま
つ
た
。

　
そ
の
後
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
は
、
ソ
シ
ア
ル
・
ワ
ー
ク
の
多
く
の
分
野
に
は
な
ば
な
し
く
活
躍
し
、
一
八
六
四
年
、
六
六
年
、
一
八
七
〇
・
七
一

年
の
戦
役
に
お
い
て
、
「
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
の
兄
弟
達
」
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
で
最
初
の
医
療
班
と
よ
び
う
る
男
子
野
戦
牧
師
団
を
組
織
し
た
。



そ
の
後
、
一
年
た
つ
て
、
多
く
の
仕
事
に
あ
け
く
れ
し
て
い
る
最
中
の
一
八
八
一
年
四
月
七
日
に
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
は
死
去
し
た
。

ニ
　
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
の
残
し
た
論
著
は
、
次
の
数
点
を
算
え
る
。

　
　
　
　
『
o
富
目
田
旨
一
畠
≦
一
9
Φ
躍
噂
の
①
器
ヨ
ヨ
o
犀
①
ω
o
ぼ
一
津
①
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－
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①
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＜
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刑
事
政
策
に
関
す
る
そ
の
寄
与
を
論
じ
た
文
献
の
み
に
つ
い
て
、
発
表
年
代
順
に
あ
げ
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
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本
稿
執
筆
に
際
し
て
、
利
用
し
え
た
文
献
は
、
＊
印
を
つ
け
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
（
5
）
　
こ
の
経
歴
は
、
竃
四
図
切
ロ
零
F
甘
げ
四
旨
ロ
閏
日
ユ
o
ぽ
名
8
び
R
P
Φ
冒
湿
o
風
R
α
段
oo
窪
鉱
＜
9
冒
q
㎎
巽
駄
日
ヨ
．
N
窃
け
『
く
ρ
一
ρ
一
瞬
『
一
8
卜
ψ
b
o
刈
“
中
に
ょ
る
。

　
　
（
6
）
　
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
本
節
の
本
文
に
あ
げ
た
諸
訳
稿
の
末
尾
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
私
は
被
見
し
え
な
か
つ
た
が
、
ジ
ー
フ
ァ
ー
ツ
の
解
説
に
、
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
社
会
内
処
遇
の
原
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
　
　
　
（
一
四
九
）



社
会
内
処
遇
の
原
型

一
五
〇

（
一
五
〇
）

三
　
ラ
ウ
エ
ス
　
ハ
ウ
ス
設
立
の
時
代
的
背
景
と
そ
の
発
展
過
程

噌
　
一
八
三
〇
年
と
い
う
と
、
ド
イ
ツ
は
ま
だ
小
国
が
分
立
し
て
い
る
時
代
で
あ
つ
た
。
偉
大
な
刑
法
学
者
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
v
．
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ハ
が
死
去
し
た
の
は
、
一
八
三
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
刑
法
学
の
歴
史
の
上
で
は
、
ヘ
ン
ケ
、
ヤ
ル
ケ
、
ル
ー
デ
ン
、
・
ス
ヒ
ル
ト
、
マ
ル
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ン
、
ウ
ェ
ヒ
タ
ー
、
バ
ウ
ア
ー
、
ヘ
フ
タ
ー
、
ク
レ
ン
ツ
ェ
、
ア
ベ
ッ
ク
、
マ
レ
ツ
ォ
ル
ら
の
体
系
書
が
、
こ
の
時
期
に
公
刊
さ
れ
た
。
当
時
の

刑
法
学
は
、
決
し
て
、
進
歩
的
な
犯
罪
人
処
遇
に
理
論
的
支
柱
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
の
意
見
、
殊
に
、
独
居

房
の
刑
事
政
策
的
効
果
を
強
調
し
、
当
時
、
ド
イ
ツ
の
各
地
で
採
用
し
て
い
た
オ
ー
バ
ー
ン
方
式
の
刑
務
所
か
ら
、
ペ
ン
ト
ン
ピ
ル
の
施
設
に
範

を
と
つ
た
刑
務
所
の
建
築
の
採
用
へ
と
方
向
づ
け
が
な
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ユ
ー
リ
ゥ
ス
と
」
・
H
・
ウ
ィ

ヒ
ェ
ル
ン
の
建
策
を
受
け
容
れ
、
政
策
決
定
を
行
な
つ
た
プ
・
イ
セ
ン
王
フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
四
世
の
支
持
が
強
力
で
あ
つ
た
と

　
　
　
（
8
）

い
う
事
実
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
　
そ
れ
に
し
て
も
、
少
年
犯
罪
者
に
対
す
る
社
会
内
処
遇
を
、
一
八
三
〇
年
代
に
手
が
け
た
と
い
う
出
来
事
は
、
ど
う
い
う
社
会
的
背
景
で
行

な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
こ
の
難
か
し
い
問
題
を
根
本
的
に
究
明
す
る
た
め
に
は
、
当
時
の
社
会
政
策
を
全
体
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
し
、
若
き
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
ワ
イ
マ
ー
ル
大
公
国
の
フ
ァ
ル
ク
の
人
と
業
績
に
つ
い
て
も
、
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

料
的
に
跡
づ
け
る
必
要
は
あ
る
。
し
か
し
現
在
の
私
に
は
、
残
念
な
が
ら
、
ま
だ
、
そ
の
準
備
は
出
来
て
い
な
い
。

　
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
の
残
し
た
著
作
の
中
で
、
同
時
代
の
類
似
の
社
会
政
策
に
関
す
る
叙
述
を
手
が
か
り
に
し
て
、
こ
の
問
題
の
ご
く
一
部
分
に
切

り
込
む
く
ら
い
し
か
方
法
は
な
い
。

三
　
少
年
犯
罪
者
の
間
題
は
、
一
九
世
紀
の
末
に
、
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
リ
ス
ト
と
そ
の
著
作
の
強
大
な
影
響
力
の
下
で
、
識
者
の
注
目
を
ひ

く
よ
う
に
な
つ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
弟
子
、
殊
に
、
ベ
ル
ト
ホ
ル
ト
・
フ
・
イ
デ
ン
タ
ー
ル
の
努
力
で
、
少
年
犯
罪
者
の
事
件
を
専
門
に



担
当
す
る
少
年
裁
判
所
が
創
設
さ
れ
た
り
、
そ
こ
で
言
い
渡
さ
れ
た
刑
罰
を
執
行
す
る
た
め
の
「
少
年
刑
務
所
」
の
建
設
が
な
さ
れ
た
の
は
、
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

世
紀
に
入
つ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
の
仕
事
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
七
〇
年
以
前
に
実
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
一
体
、
こ
の
事
業
が
社

会
的
に
承
認
さ
れ
、
推
進
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
、
当
時
、
や
は
り
、
何
ら
か
の
現
実
的
契
機
が
あ
つ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
と
す
る
と
、

一
体
、
そ
れ
は
何
だ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
　
一
九
世
紀
の
は
じ
め
に
は
、
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
、
産
業
革
命
の
影
響
に
よ
り
、
少
年
労
働
者
の
産
業
予
備
軍
化
、
従
つ
て
、
犯
罪
予
備
軍

化
の
間
題
は
、
い
ま
だ
、
そ
れ
ほ
ど
に
大
き
な
社
会
問
題
と
は
な
つ
て
い
な
か
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
と
す
る
と
、
何
故
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
ら

は
、
少
年
に
対
す
る
こ
の
種
の
社
会
内
処
遇
の
た
め
の
施
設
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
当
時
の
少
年
犯
罪
の
状

況
は
ど
う
で
あ
つ
た
の
か
。
彼
ら
の
活
動
は
、
何
故
に
必
要
で
あ
つ
た
の
か
。
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
を
創
立
す
る
現
実
的
契
機
は
何
で
あ
つ
た
の

か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

　
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
の
残
し
た
多
く
の
論
述
の
中
で
、
彼
が
国
家
試
験
に
合
格
し
た
一
八
三
二
年
に
発
表
さ
れ
た
、
「
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
救
貧
施
設
」
と

い
う
論
文
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
で
の
貧
困
の
主
た
る
要
因
は
、
市
民
の
道
徳
的
堕
落
の
増
大
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
除
去
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
の
み
、
貧
困
の
拡
大
を
防
ぎ
う
る
と
し
て
い
る
。
神
学
生
ら
し
く
、
こ
こ
で
は
、
不
信
仰
、
キ
リ
ス
ト
教
の
軽
視
な
ど
、
も
つ
ば

ら
、
精
神
面
の
ま
ず
し
さ
を
強
調
し
て
居
る
が
、
そ
の
社
会
的
な
背
景
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
港
町
の
頽
廃
、
殊
に
、
富
く
じ
な
ど
、

人
の
心
を
荒
廃
さ
せ
る
も
の
に
近
づ
き
易
い
状
況
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
学
校
の
教
師
が
不
足
し
、
し
か
も
良
く
教
育
さ
れ
た
教
師
が
不

足
し
て
い
る
こ
と
の
生
徒
に
及
ぼ
す
影
響
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
欠
陥
の
除
去
が
な
け
れ
ば
、
救
貧
施
設
の
抜
本
的
な
改
善
は
望
め
な
い
、
と
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
が
と
と
の
つ
た
と
き
、
救
貧
院
で
被
収
容
者
に
働
く
こ
と
を
学
ば
せ
、
自
分
の
生
活
を
自
分
で
維
持
さ
せ
る
と
い
う

原
則
が
用
い
ら
れ
う
る
の
だ
、
と
し
て
い
る
。

　
　
　
社
会
内
処
遇
の
原
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一
　
　
　
（
一
五
一
）



　
　
　
社
会
内
処
遇
の
原
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二
　
　
　
（
一
五
二
）

　
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
が
相
談
協
会
に
属
し
て
い
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
た
か
を
示
す
も
の
と
し
て
、
訪
問
し
た
家
族
の
状
況
や
具
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

な
救
護
活
動
の
状
況
の
メ
モ
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
事
件
を
扱
つ
た
日
時
、
そ
の
き
つ
か
け
、
事
件
の
当
事
者
の
氏
名
、
住
居
な
ど
の

状
況
、
住
所
と
そ
の
家
賃
、
救
貧
施
設
関
係
の
事
項
、
児
童
に
関
す
る
事
項
、
特
記
事
項
の
七
項
目
に
分
け
て
表
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
そ
し
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
民
衆
の
生
活
に
つ
い
て
は
、
相
談
協
会
に
お
い
て
働
い
て
い
た
当
時
の
メ
モ
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
二
六

家
族
の
悲
惨
な
状
況
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
そ
の
中
で
、
五
〇
マ
ル
ク
の
窃
盗
の
故
に
、
一
四
日
、
「
鞭
の
家
」
と
い
う
短
期
自
由
刑
を
執
行
す
る
施
設
に
収
容
さ
れ
た
少
年
の
記
事
が
あ

る
。
こ
の
施
設
は
、
一
八
三
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
拘
禁
施
設
（
U
9
9
ぎ
霧
富
量
で
あ
り
、
未
決
勾
留
所
及
び
短
期
自
由
刑
の
刑
務
所
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

用
い
ら
れ
て
い
た
。
民
衆
は
、
「
鞭
の
家
」
と
よ
ん
だ
が
、
そ
れ
は
、
少
年
が
体
刑
で
処
罰
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
貧
困
家
庭
出
身
の
放
任
さ
れ
、
犯
罪
を
犯
し
た
少
年
に
対
し
て
刑
罰
を
執
行
す
る
施
設
に
お
い
て
は
、
少
年
の
特
性
に
み
あ
つ

た
処
遇
な
ど
、
殆
ん
ど
省
み
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
と
い
う
当
時
の
状
況
の
中
に
、
こ
の
種
の
刑
罰
施
設
が
教
会
関
係
の
社
会
奉
仕
事
業
に
よ
り
肩

代
り
さ
れ
た
現
実
的
契
機
が
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
。

五
　
一
八
三
三
年
に
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
放
任
少
年
の
た
め
の
救
児
院
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
は
、
そ
れ
に
先
立
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

て
、
同
年
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
に
こ
の
施
設
を
創
設
す
る
意
義
を
論
じ
た
。
こ
の
論
文
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
類
似
の
救
児
院
に
つ
い
て
紹
介
し

て
い
る
。
一
つ
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
コ
ッ
プ
に
あ
る
施
設
で
あ
り
、
他
は
ー
す
で
に
指
摘
し
た
ー
ワ
イ
マ
ー
ル
の
フ
ァ
ル
ク
の
主
宰
す
る
施
設

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
詳
し
く
紹
介
し
た
。
こ
の
論
文
の
中
で
、
そ
の
当
時
、
ド
イ
ツ
で
ど
の
程
度
、
救
児
院
が
実
用
化
し
て
い
る
か
を
も
併
せ

　
　
　
　
　
（
1
7
）

て
紹
介
し
て
い
る
。

　
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
、
す
で
に
一
六
年
前
に
、
放
任
少
年
の
た
め
の
救
児
院
を
創
立
し
、
す
で
に
三
〇
ケ
所
以
上
の
施
設
を
建
設
し
て
い
た
し
、

ヴ
ュ
ル
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
王
国
も
、
小
さ
な
国
で
あ
る
が
一
六
の
施
設
を
有
し
て
い
た
。
な
お
、
そ
こ
に
若
干
の
統
計
デ
ー
タ
ー
が
あ
げ
ら
れ
て
い



る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
プ
・
イ
セ
ン
で
は
、
一
八
二
八
年
に
七
〇
〇
人
、
二
九
年
に
五
九
一
人
、
三
〇
年
に
は
五
一
六
人
の
少
年
犯
罪
者
が
政
府

に
よ
り
施
設
に
収
容
さ
れ
た
と
い
う
。

六
　
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
と
い
う
名
の
救
児
院
を
創
立
し
よ
う
と
い
う
考
え
は
、
一
八
三
二
年
一
〇
月
八
日
に
、
相
談
協
会
の
一
会
員
で
あ
る
一

教
員
の
家
に
、
会
合
が
開
か
れ
た
折
に
提
案
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
一
八
五
六
年
に
公
刊
さ
れ
た
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
の
記
念
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
書

　
　
　
（
1
8
）

か
れ
て
い
る
。
救
護
院
（
寄
辞
琶
暢
匿
霧
）
と
い
う
名
称
を
も
つ
キ
リ
ス
ト
教
・
教
育
施
設
の
歴
史
は
、
ど
の
時
期
に
始
ま
る
の
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
は
、
一
八
二
三
年
に
、
ヴ
ュ
ル
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
コ
ル
ン
タ
ー
ル
が
最
初
で
、
次
い
で
バ
ー
デ
ン
の
ボ
イ
ゲ
ン
に
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

城
の
中
に
設
立
さ
れ
、
こ
れ
に
続
い
て
、
ラ
イ
ン
河
畔
の
デ
ュ
ッ
セ
ル
タ
ー
ル
に
造
ら
れ
た
、
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
し
か
し
、
全
集
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

編
者
に
よ
る
と
正
確
で
な
い
と
い
う
。
ヴ
ュ
ル
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
パ
ウ
リ
ー
ネ
女
王
が
、
一
八
二
一
年
に
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
の
近
く
の
キ

ル
ヒ
ハ
イ
ム
に
、
「
パ
ウ
リ
ー
ネ
養
護
施
設
　
（
評
良
器
琶
①
鳴
）
」
を
建
て
、
次
い
で
、
一
八
ニ
ニ
年
に
、
コ
ル
ン
タ
ー
ル
の
コ
・
二
1
に
救
児
院

が
造
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
一
八
一
九
年
に
ゴ
ッ
ト
ホ
ル
ト
・
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
・
ホ
フ
マ
ン
に
よ
り
創
立
さ
れ
た
コ
・
二
1
の
中
に
創
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
ボ
イ
ゲ
ン
の
施
設
は
、
す
で
に
一
八
二
〇
年
に
開
所
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
」
と
い
う
名
称
は
、
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
か
。
重
松
一
義
氏
の
引
用
し
て
い
る
ポ
ー
リ
ッ
ツ
の
説
明
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
が
感
化
院
を
創
め
た
時
は
、
自
分
の
小
さ
い
家
に
少
年
達
を
ひ
ぎ
と
つ
た
こ
と
か
ら
、
茅
屋
を
意
味
す
る
と
あ
る
。
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル

ン
は
、
前
述
の
記
念
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
中
で
、
二
つ
の
意
味
づ
け
を
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
当
時
、
こ
の
家
が
所
在
す
る
丘
に
は
、
こ
の
建

物
が
一
つ
し
か
な
か
つ
た
と
い
う
、
極
め
て
荒
涼
と
し
た
状
態
か
ら
き
て
お
り
、
他
は
、
こ
の
家
を
最
初
に
建
て
た
人
の
名
が
ル
ー
ゲ
と
い
い
、

ル
ー
ゲ
の
家
（
響
鵯
の
国
器
の
）
と
い
わ
れ
、
そ
の
ル
ー
ゲ
と
い
う
呼
称
が
、
後
に
、
高
地
ド
イ
ッ
語
で
園
雲
霧
頃
き
ω
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

な
つ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
す
る
。
全
集
の
第
四
巻
第
二
分
冊
に
、
数
葉
の
エ
ッ
チ
ン
グ
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
語
の
「
茅
屋
」
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
と
は
合
わ
な
い
よ
う
に
思
う
。

　
　
　
社
会
内
処
遇
の
原
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三
　
　
　
（
一
五
三
）



　
　
　
社
会
内
処
遇
の
原
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四
　
　
　
（
一
五
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
23
）

七
　
そ
の
後
、
篤
志
家
か
ら
寄
附
が
寄
せ
ら
れ
、
い
よ
い
よ
、
開
所
と
い
う
は
こ
び
に
な
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
は
、
そ
の
院
長
に
任
命
さ
れ
、
一
八
三
三
年
九
月
一
二
日
の
開
所
式
で
挨
拶
を
行
な
つ
た
。

　
こ
の
文
献
に
は
、
こ
の
施
設
の
運
営
や
当
時
の
少
年
犯
罪
の
状
況
（
諸
外
国
の
事
例
の
説
明
を
含
む
）
に
つ
い
て
、
興
味
の
あ
る
叙
述
が
あ
る
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
創
立
に
必
要
な
資
金
が
あ
り
、
同
時
に
拡
張
の
で
き
る
適
当
な
場
所
を
施
設
の
た
め
に
長
期
に
わ
た
つ
て
低
廉
な
賃
貸
料
で

獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
物
的
条
件
と
と
も
に
、
そ
の
目
的
に
ふ
さ
わ
し
く
、
資
金
を
使
用
す
る
責
任
を
負
う
者
と
し
て
、
少
く
と
も
一
六

人
か
ら
な
る
管
理
委
員
会
と
、
そ
の
中
か
ら
、
施
設
長
を
含
み
八
人
の
委
員
か
ら
成
る
常
任
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
が
毎
月
会
合
し
、
管
理

委
員
会
に
半
期
ご
と
に
会
計
報
告
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
児
童
の
収
容
に
つ
い
て
は
、
所
長
の
提
案
に
基
づ
き
、
委
員
会
が
決
定
す

る
。　

管
理
委
員
会
は
、
施
設
の
状
態
、
収
支
、
成
果
に
つ
い
て
年
報
に
よ
り
一
般
に
対
し
て
報
告
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
た
。
そ
し
て
、
此
の
年
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
25
）
　
　
　
　
（
2
6
）

報
告
は
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
の
手
で
書
か
れ
、
本
全
集
に
、
一
八
三
五
年
と
三
六
年
の
第
一
、
第
二
報
告
が
登
載
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ

れ
ら
の
中
で
、
こ
の
施
設
の
初
期
の
活
動
と
苦
労
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
の
開
所
式
の
祝
辞
の
中
で
、
当
時
の
犯
罪
及
び
少
年
非
行
の
状
況
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
プ
・
イ
セ
ン
だ
け

で
も
、
数
年
前
に
一
〇
万
人
の
犯
罪
者
を
数
え
、
児
童
も
そ
の
中
に
入
つ
て
い
る
。
一
〇
年
前
に
、
ロ
ン
ド
ン
で
八
○
○
人
の
犯
罪
児
童
、
一
八

二
八
年
に
は
、
ニ
ュ
ー
ゲ
ー
ト
の
牧
師
は
、
・
ン
ド
ン
だ
け
で
窃
盗
に
よ
り
生
活
し
て
い
る
八
歳
か
ら
一
二
歳
の
少
年
の
数
を
一
万
五
千
人
と
計

算
し
て
い
た
。
な
お
、
そ
の
年
の
成
人
犯
罪
者
と
少
年
犯
罪
者
の
比
率
は
、
北
ア
メ
リ
カ
で
七
対
一
、
プ
ロ
イ
セ
ン
で
三
四
対
一
、
オ
ラ
ン
ダ
で

三
五
対
一
、
シ
ュ
レ
ス
ウ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
で
は
一
六
対
一
と
い
う
数
字
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
当
時
、
多
く
の
国
々
で
は
、
刑
事
施
設

内
に
少
年
を
収
容
す
る
特
別
区
画
が
建
設
さ
れ
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
で
も
、
す
で
に
犯
罪
を
犯
し
た
少
年
を
「
愛
の
き
び
し
い
規
律
」
に
よ
り
正

道
に
立
ち
戻
ら
せ
、
一
方
、
乞
食
、
不
良
少
年
団
、
犯
罪
者
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
少
年
に
予
防
的
扶
助
を
行
な
う
任
務
を
も
つ
友
愛
．
キ
リ
ス
『



ト
愛
協
会
（
ζ
9
9
冨
鼓
お
琶
農
9
Φ
琶
似
。
ぼ
一
ω
岳
。
冨
＝
魯
Φ
＜
段
Φ
ぼ
①
）
が
創
立
さ
れ
た
。

　
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
、
一
八
二
八
年
に
、
少
年
犯
罪
者
・
放
任
児
童
に
対
す
る
作
業
・
救
貧
院
内
に
、
学
校
施
設
の
処
罰
ク
ラ
ス
が
創
立
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

一
八
三
三
年
に
は
、
そ
こ
に
二
〇
人
の
少
年
と
一
五
人
の
少
女
と
が
収
容
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
に
よ
る
と
、
開
所
時
に
一
九
人

の
児
童
を
収
容
し
た
こ
の
施
設
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
二
百
数
人
の
少
年
が
収
容
さ
れ
、
警
察
に
送
ら
れ
、
本
来
、
こ
の
施
設
に
収
容
さ
れ
る
べ
き

少
年
が
場
所
の
不
足
に
よ
り
、
や
む
な
く
拘
禁
場
に
送
ら
れ
、
現
時
点
で
、
五
〇
人
の
者
が
こ
こ
に
収
容
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

ウ
ス
が
新
設
さ
れ
る
意
義
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
つ
た
。

　
一
八
五
六
年
に
公
刊
さ
れ
た
或
る
文
書
の
中
で
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
は
、
三
二
人
の
被
収
容
少
年
を
も
つ
て
は
じ
ま
つ
た
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

が
、
一
八
五
五
年
秋
に
は
、
三
一
五
人
の
少
年
と
九
七
人
の
少
女
を
収
容
す
る
大
き
な
施
設
に
成
長
し
た
と
感
慨
深
げ
に
書
い
て
い
る
。

八
　
一
八
五
六
年
に
公
刊
さ
れ
た
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
の
歴
史
を
語
つ
た
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
の
祝
賀
バ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
一
八
三
三
年
の
設
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

の
時
か
ら
一
八
四
五
年
ま
で
の
一
二
年
間
の
発
展
の
あ
と
が
述
べ
ら
れ
、
そ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
後
半
に
は
、
一
八
四
六
年
か
ら
五
五
年
ま
で
の

一
〇
年
問
の
そ
の
後
の
継
承
発
展
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
八
三
三
年
一
一
月
一
日
に
開
所
し
、
最
初
の
児
童
を
収
容
し
た
旧
ラ
ウ
エ
ス
・

　
（
3
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

ハ
ウ
ス
、
ス
イ
ス
の
山
小
屋
風
の
建
築
様
式
で
翌
一
八
三
四
年
に
建
て
ら
れ
た
シ
ュ
ワ
イ
ッ
ア
ー
ハ
ウ
ス
、
事
務
所
や
経
理
関
係
の
用
途
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
35
）

に
一
八
三
五
年
に
建
て
ら
れ
た
グ
リ
ュ
ー
ネ
・
タ
ン
ネ
と
よ
ば
れ
る
建
物
、
裁
縫
・
製
本
・
印
刷
・
製
パ
ン
な
ど
、
各
種
の
作
業
を
行
な
う
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
37
）

に
特
に
新
ら
し
く
建
設
さ
れ
た
ッ
ー
ム
．
ゴ
ー
ル
デ
ネ
ン
・
ボ
ー
デ
ン
と
い
う
建
物
（
一
八
三
六
年
）
、
一
八
三
九
年
に
建
設
さ
れ
た
祈
祷
室
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

八
四
一
年
に
建
て
ら
れ
た
ビ
ー
ネ
ン
コ
ル
プ
と
い
う
建
物
、
一
八
四
三
年
に
少
女
の
た
め
の
特
別
な
建
物
と
し
て
造
ら
れ
た
二
棟
か
ら
成
る
シ
ュ

　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岨
）

ワ
ル
ベ
ン
ネ
ス
タ
ー
、
一
八
四
五
年
に
完
成
し
た
フ
ィ
ッ
シ
ヤ
ー
ヒ
ュ
ッ
テ
と
い
う
少
年
の
た
め
の
建
物
、
一
八
四
七
年
の
ヒ
ル
テ
ン
ヒ
ュ
ッ
テ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

一
八
五
〇
年
に
所
長
の
住
宅
と
し
て
ム
ッ
タ
ー
ハ
ゥ
ス
、
一
八
五
四
年
に
は
、
少
年
の
た
め
の
シ
ェ
ー
ン
ブ
ル
ク
が
建
て
ら
れ
た
。
一
八
五
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
必
）

の
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
の
全
景
が
エ
ッ
チ
ン
グ
と
し
て
残
さ
れ
、
そ
の
驚
く
べ
き
発
展
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
土
地
や
建
築

　
　
　
社
会
内
処
遇
の
原
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五
　
　
　
（
一
五
五
）



　
　
　
社
会
内
処
遇
の
原
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
六
　
　
　
（
一
五
六
）

資
材
の
購
入
、
少
年
を
指
導
し
、
世
話
す
る
人
々
の
給
料
の
す
べ
て
は
、
寄
附
に
よ
つ
て
い
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
多
く
の
収
入
が
、
少
年
．
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

女
の
製
品
の
バ
ザ
ー
か
ら
得
ら
れ
、
建
物
の
建
築
も
少
年
達
の
協
力
に
よ
つ
て
出
来
上
つ
た
の
で
あ
る
。
崩
壊
し
た
家
庭
に
生
ま
れ
、
放
任
さ
れ
、

幼
な
い
時
か
ら
、
自
分
の
力
で
パ
ン
を
獲
得
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
犯
罪
、
殊
に
窃
盗
の
常
習
者
へ
の
生
涯
を
送
る
運
命
に
あ
つ
た
者
達
を
収
容
し
、

立
派
に
更
生
さ
せ
、
成
長
の
後
、
独
立
し
て
生
活
し
う
る
よ
う
に
な
る
ま
で
保
護
の
手
を
さ
し
の
べ
る
と
い
う
こ
の
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
の
存
在

の
意
義
は
、
右
の
発
展
の
事
実
か
ら
証
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
断
え
ず
多
数
の
少
年
を
収
容
す
る
必
要
が
あ
つ
た
ほ
ど
に
多
く
の
社
会
的
な

要
請
が
他
方
で
は
あ
つ
た
と
い
う
実
情
を
か
い
間
見
る
思
い
が
す
る
。
公
的
な
福
祉
制
度
が
未
整
備
の
段
階
に
お
け
る
篤
志
家
、
殊
に
、
宗
教
関

係
者
の
努
力
が
い
か
に
大
き
な
存
在
で
あ
つ
た
か
を
こ
こ
で
も
確
認
し
う
る
。

九
　
善
意
の
協
力
者
、
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
の
運
営
に
協
力
し
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
人
々
に
対
し
て
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
が
行
な
つ
て
い
た
報
告
、

さ
ら
に
は
、
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
で
の
少
年
た
ち
の
更
生
を
伝
え
、
協
力
者
の
数
を
増
や
そ
う
と
し
て
断
え
ず
試
み
て
い
た
広
報
活
動
は
な
み
大

て
い
の
こ
と
で
は
な
か
つ
た
。
そ
れ
を
現
に
行
な
え
た
の
は
、
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
の
自
給
自
足
体
制
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
実
態
に
つ
い

て
、
紹
介
し
て
み
よ
う
。
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
が
創
立
さ
れ
た
当
初
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
ら
は
、
被
収
容
少
年
に
ど
の
よ
う
な
指
導
を
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
効
果
の
ほ
ど
は
ど
う
で
あ
つ
た
の
か
。
貧
困
な
る
が
故
に
、
学
校
に
も
通
わ
ず
、
又
、
私
生
児
と
か
崩
壊
家
庭
の
故
に
、
粗
野
に

育
つ
た
こ
れ
ら
の
少
年
を
、
教
育
に
よ
つ
て
良
い
子
供
に
育
て
あ
げ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
少
年
達
が
成
人
に
な
れ
ば
、
独
立
し
て
生
計
を
営

む
た
め
、
社
会
に
戻
つ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
で
は
、
社
会
復
帰
の
準
備
、
殊
に
、
社
会
生
活
に
た
え
る
生
活
指
導
が
な

さ
れ
た
筈
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
は
、
一
体
、
ど
う
で
あ
つ
た
の
か
。

　
少
年
の
目
課
の
主
な
も
の
は
、
祈
り
で
あ
り
、
精
神
の
浄
化
で
あ
つ
た
が
、
ラ
ゥ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
の
設
立
さ
れ
た
翌
年
、
一
八
三
四
年
に
は
、

印
刷
機
械
を
購
入
し
、
年
長
の
少
年
に
印
刷
技
術
を
教
え
る
た
め
に
熟
練
の
編
集
兼
出
版
技
術
者
の
協
力
が
得
ら
れ
、
所
報
の
発
行
が
な
さ
れ
た

　
　
（
4
6
）

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
印
刷
作
業
テ
ィ
ー
ム
か
ら
社
会
に
戻
る
に
当
つ
て
腕
に
技
術
を
つ
け
さ
せ
る
訓
練
生
の
養
成
の
ほ
か
、
ハ
ン
ブ
ル
ク



市
内
で
の
印
刷
所
の
仕
事
を
妨
げ
な
い
程
度
に
、
次
第
に
、
外
部
か
ら
の
発
注
を
も
引
き
受
け
る
よ
う
に
な
つ
て
ゆ
き
、
一
八
四
四
年
に
は
、
出

　
　
　
　
　
　
（
47
）

版
所
の
設
立
と
な
り
、
そ
こ
で
の
仕
事
が
、
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
の
収
入
源
に
な
つ
て
ゆ
く
。
そ
の
他
、
小
学
校
程
度
の
教
育
が
行
な
わ
れ
る
と

と
も
に
、
職
業
訓
練
と
し
て
、
裁
縫
、
糸
つ
む
ぎ
、
木
工
、
製
パ
ン
、
左
官
、
農
芸
な
ど
の
仕
事
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。

幽
繭
　
ラ
ウ
エ
ろ
ハ
ウ
ス
の
規
模
は
次
第
に
大
き
く
な
つ
て
い
つ
た
。
そ
し
て
、
社
会
的
な
名
声
が
上
つ
て
い
つ
た
。
こ
の
種
の
慈
善
団
体
の
経

営
す
る
施
設
に
収
容
す
る
こ
と
で
、
被
収
容
少
年
に
改
善
効
果
が
あ
が
り
、
刑
務
所
の
ご
と
き
公
的
施
設
内
で
の
処
遇
と
比
べ
て
効
率
的
で
あ
る

こ
と
が
国
家
・
社
会
か
ら
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
次
第
に
各
地
で
類
似
の
施
設
が
建
築
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
建
物
は
出
来
た

と
し
て
も
、
少
年
処
遇
の
経
験
あ
る
ス
タ
ッ
フ
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
は
画
餅
に
帰
す
る
。
そ
れ
故
に
、
当
時
、
こ
の
種
の
「
社
会

内
処
遇
」
に
従
事
し
、
少
年
の
教
育
・
指
導
に
当
る
人
的
な
面
で
の
充
実
が
焦
眉
の
急
で
あ
つ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で

は
、
公
的
機
関
の
要
請
に
よ
り
、
成
果
を
あ
げ
て
い
た
施
設
を
利
用
し
て
、
他
の
新
設
施
設
で
働
く
要
員
の
指
導
・
訓
練
に
あ
た
つ
た
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
。
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
の
名
声
が
あ
が
る
に
つ
れ
て
、
「
指
導
ス
タ
ッ
フ
」
の
養
成
が
試
み
ら
れ
た
の
は
、
自
然
の
成
り
行
き
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
ス
タ
ッ
フ
養
成
機
関
と
し
て
、
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
内
に
、
一
八
四
三
年
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
内
地
伝
道
者
の
ゼ
、
・
・
ナ
ー
ル
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

し
て
、
施
設
補
助
員
の
養
成
所
を
設
け
、
今
日
で
い
う
児
童
福
祉
司
の
研
修
に
相
当
す
る
仕
事
を
も
担
当
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
本
稿
で
は
、
そ

の
詳
細
に
つ
き
紹
介
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
は
報
告
書
の
な
か
で
、
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
に
お
い
て
、
従
来
、
そ
こ
で
働
く
補

助
者
に
ど
の
よ
う
な
研
修
科
目
を
課
し
、
こ
の
た
め
の
経
費
が
ど
の
く
ら
い
で
あ
つ
た
か
、
そ
し
て
そ
の
経
費
の
補
助
を
ド
イ
ッ
各
地
の
ど
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

う
な
篤
志
家
が
分
担
し
て
い
た
か
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
こ
の
研
修
機
関
は
、
一
八
三
九
年
に
創
ら
れ
た
「
同
胞
施
設
（
田
ま
震
き
馨
聾
）
」
を

発
展
的
に
吸
収
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
種
の
施
設
に
お
け
る
協
力
者
を
正
規
に
教
育
し
、
指
導
す
る
必
要
性
は
、
開
所
し
た
年
か
ら

認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
つ
た
。
開
所
時
に
は
、
協
力
を
申
し
出
る
者
す
べ
て
を
無
選
択
的
に
受
け
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
小
グ
ル
ー
．
フ
に

分
け
て
、
収
容
児
童
の
内
面
的
生
活
を
指
導
し
、
そ
の
健
康
を
管
理
し
、
退
所
し
た
子
供
の
面
倒
を
見
、
新
し
く
収
容
さ
れ
た
者
を
監
督
し
、
農

　
　
　
社
会
内
処
遇
の
原
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
　
　
　
（
一
五
七
）



　
　
　
社
会
内
処
遇
の
原
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八
　
　
　
（
一
五
八
）

耕
作
業
、
そ
の
他
の
作
業
を
指
導
、
監
督
す
る
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
に
つ
い
て
組
織
的
な
教
育
が
実
施
さ
れ
、
協
力
者
自
身
の
知
識
・
教
養

程
度
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
同
胞
施
設
」
か
ら
「
補
助
員
養
成
所
」
へ
と
職
員
の
研
修
機
構
が
整
備
さ
れ
、
単
に
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
内
に
就
職
す
る
者
に
と
ど
ま
ら
ず
、

同
種
の
救
護
施
設
で
働
く
者
に
対
し
て
も
研
修
を
行
な
い
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
各
地
で
少
年
救
護
に
従
事
す
る
に
つ
れ
て
、
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

の
研
修
所
で
訓
練
さ
れ
て
い
る
者
を
採
用
し
た
い
と
す
る
申
出
が
増
え
て
い
つ
た
。
北
米
合
衆
国
に
プ
・
テ
ス
タ
ン
ト
の
植
民
地
伝
道
者
を
派
遣

し
て
い
た
ブ
レ
ー
メ
ン
の
ド
イ
ツ
・
プ
・
テ
ス
タ
ン
ト
連
盟
を
は
じ
め
、
後
に
は
、
刑
務
所
で
働
く
看
護
夫
や
看
守
と
し
て
採
用
し
た
い
と
の
申

出
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
は
、
一
九
世
紀
の
中
葉
か
ら
七
〇
年
に
か
け
て
、
放
任
さ
れ
、
犯
罪
的
性
向
を
深
め
る
危
険
の
あ
る
少

年
を
救
う
た
め
の
社
会
内
処
遇
施
設
と
し
て
、
名
実
と
も
に
充
実
し
、
そ
の
地
歩
を
堅
め
て
い
つ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
名
が
今
日
ま
で
語
り
つ
が

れ
て
ゆ
く
存
在
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。

　
（
7
）
問
ぴ
o
旨
弩
住
ω
9
ヨ
置
∬
田
三
直
年
犀
旨
の
旨
臼
o
O
Φ
ω
o
露
o
窪
①
α
震
α
①
暮
ω
9
窪
oo
需
鉱
お
9
房
魯
罐
ρ
ω
・
》
β
自
‘
一
婁
一
ω
．
N
鎚

　
（
8
）
一
三
↑
り
ψ
馨
い
な
お
、
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
（
前
出
注
2
〉
、
犯
罪
と
非
行
六
頁
に
よ
る
と
、
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
四
世
は
、
精
神
的
に
弱
い
人
で
あ
り
、
非
常
に
影
響
を
う
け
や
す

　
　
く
、
ア
メ
リ
カ
の
施
設
に
対
す
る
考
え
方
を
ブ
ロ
イ
セ
ソ
に
実
現
す
る
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ツ
ィ
ス
・
リ
ー
バ
ー
と
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ユ
ー
リ
ウ
ス
の
二
人
の
働

　
　
き
か
け
が
大
き
か
つ
た
と
い
う
。
な
お
、
こ
の
二
人
に
つ
い
て
は
、
蜜
三
一
R
－
9
Φ
貫
ω
＃
鑑
ぎ
一
冒
轟
玲
仁
＆
Φ
包
ω
い
魯
ぽ
8
げ
仁
且
＆
器
①
房
魯
織
岳
魯
①
U
諺
巴
筥
旦

　
　
蜜
9
ω
．
O
●

　
（
9
）
　
こ
の
点
に
つ
き
、
ミ
一
畠
段
9
閑
9
盆
目
窃
q
器
霧
富
一
貯
一
母
く
R
ミ
魯
二
8
言
囚
ぎ
8
賊
（
一
器
y
冒
げ
き
ロ
8
男
巴
犀
β
民
器
ぎ
o
国
冨
一
魯
仁
昌
の
器
づ
ω
雷
犀
言
白
①
7

　
　
田
胃
、
ω
鼻
膳
ト
ψ
経
砕
な
お
、
フ
ァ
ル
ク
に
つ
い
て
は
、
殊
に
、
切
鮮
“
『
ψ
塞
h
参
照
。

　
（
m
）
　
v
・
リ
ス
ト
と
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
の
少
年
犯
罪
処
遇
に
関
す
る
意
義
に
つ
い
て
は
、
宮
沢
浩
一
・
ド
イ
ツ
少
年
法
制
の
展
開
過
程
・
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
の
寄
与
を
中
心
と

　
　
し
て
、
家
裁
月
報
二
四
巻
七
号
、
昭
和
四
七
年
、
一
一
頁
。

　
（
1
1
）
　
≦
一
〇
げ
R
量
U
一
〇
餌
『
舅
Φ
ロ
斜
o
o
o
冨
評
冒
国
m
ヨ
ぴ
q
周
蓉
ω
貸
群
一
、
ψ
旨
い

　
（
B
）
毛
一
〇
冨
§
、
2
0
晋
窪
暑
R
σ
q
Φ
目
鋤
9
8
】
w
①
ω
8
ぎ
し
Φ
¢
o
＆
Φ
参
営
切
。
N
一
①
嘗
轟
き
h
象
Φ
ω
o
目
鼠
鵯
ω
。
喜
一
ρ
曽
．
“
一
℃
ψ
一
〇
宍
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名
一
9
R
9
閏
四
ヨ
ど
薦
の
≦
帥
耳
①
ω
仁
匿
臓
Φ
一
一
①
一
ヨ
Φ
ω
く
o
涛
巴
①
σ
の
p
ゆ
伍
」
一
、
ψ
o。
N
律

一
げ
一
山
こ
　
ω
’
恥
q
●

切
自
●
“
目
ψ
Go
田
σ

注
9
の
文
献
参
照
。

」
＜
一
畠
R
p
閑
g
ε
凝
ω
き
ω
富
犀
h
砕
く
震
毛
昌
ユ
o
ω
3
宏
且
g
切
匹
」
H
燭
ω
●
当

≦
一
畠
Φ
導
｝
閏
霧
一
9
0
竃
Φ
ぎ
儀
o
の
国
鋤
魯
窪
国
讐
ω
Φ
の
讐
閏
g
p
閃
儀
」
ド
ψ
錦

一
げ
箆
書

国
儀
。
“
　
　
自
サ
　
ω
墜
“
一
Q●●

重
松
一
義
（
前
出
注
3
）
、
七
〇
頁
。

一
W
山
。
　
F
　
　
目
矯
　
ω
。
鰻
W
．

一
げ
一
“
ω
●
曽
や
設
立
の
頃
に
は
、
一
七
八
O
O
マ
ル
ク
も
の
額
に
達
し
た
と
い
う
。

譲
一
。
ぽ
3
｝
g
①
騒
Φ
注
8
冨
切
農
急
＆
ロ
躍
山
Φ
の
寄
嘗
Φ
口
国
霊
ω
。
ω
。
g
Φ
ギ
8
0
ω
憲
o
富
巳
昌
ω
弩
＆
α
窪
国
g
言
躍
の
き
の
け
巴
二
宥
ω
律
一
一
畠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
困
且
R
巨
α
ゑ
一
9
Φ
旨
ω
》
器
℃
冨
o
訂
窪
協
伍
R
9
冒
魯
躍
ω
〈
R
雷
旨
巨
毒
吸
山
霧
閑
”
仁
冨
口
国
窪
ω
8
〈
o
日
旨
●
ω
8
8
ヨ
げ
R
一
。
。
ω
o
。
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
ω
α
．
“
　
一
噛
ω
●
O
①
　
角
。

u
一
①
旨
羅
露
》
濃
Φ
一
囲
Φ
昌
Φ
淳
。
昌
儀
震
寄
辞
毒
暢
き
の
邑
戸
国
同
ω
一
R
冒
冨
怨
＆
。
窪
ミ
一
g
①
糞
ω
菩
R
鎌
o
≧
ぴ
。
津
号
の
幻
き
ぼ
窪
田
岳
Φ
ω
窪
の

　
　
国
＆
o
α
①
ω
冒
年
①
の
一
〇〇
認
●
ω
血
。
“
一
噂
ω
」
ω
O
律

ω
①
ユ
。
窪
3
霞
象
Φ
一
§
Φ
審
O
Φ
の
9
一
9
叶
Φ
q
8
国
鋤
爵
魯
国
き
ω
Φ
ω
ご
｝
鋤
ξ
一
窪
・
N
≦
①
一
酔
鍵
冒
訂
Φ
ω
げ
R
一
9
け
名
一
〇
げ
Φ
議
の
儲
ぴ
Φ
賊
島
o
＞
尋
o
淳
岱
8

　
　
　
　
　
国
碧
器
ω
三
ω
蟄
日
国
＆
①
号
の
匂
”
訂
Φ
ω
一
窪
し
W
α
」
H
℃
ω
●
一
9
臨
・

≦
一
〇
げ
Φ
同
昌
博
］
》
一
Φ
σ
自
Φ
口
け
一
一
〇
ゲ
Φ
M
“
Φ
騎
『
O
口
q
目
昌
験
畠
Φ
ω
閑
”
β
げ
Φ
昌
】
…
【
”
仁
の
¢
の
㌧
O
も
●
O
一
ρ
一
ω
●
O
鉾

ω
儀
●
　
“
　
　
頃
℃
　
ω
。
QQ
①
刈
。

≦
ざ
げ
電
P
o
マ
9
f
　
（
注
B
y
ψ
8
。

名
一
畠
R
p
曽
日
O
Φ
隷
9
g
一
ω
鼠
鵯
ユ
輿
瞬
注
器
昌
↓
帥
目
ρ
儀
8
0
0
ピ
言
巴
一
窪
、
一
W
山
●
“
デ
ω
。
ω
O
中
‘
げ
Φ
ω
．
偉
●

男
8
ま
琴
包
①
言
儀
窃
閃
窪
ぽ
ロ
国
碧
器
の
（
一
爺
y
ω
P
↑
デ
ψ
一
刈
占
8
・
前
半
の
一
二
年
間
の
出
来
事
は
、
同
書
一
一
七
頁
ま
で
。

U
一
Φ
　
N
①
げ
昌
　
『
餌
『
殴
の
〈
O
旨
　
一
巽
①
げ
一
の
　
一
脇
㎝
｝
Φ
び
①
β
伍
曽
｝
ω
。
一
一
〇〇
　
矯
●

U
R
＞
ロ
貯
躍
冒
巴
8
ロ
閃
窪
窪
頃
窪
の
①
も
げ
窪
魯
、
ω
●
竪
鐸

N
β
目
　
O
Φ
α
似
O
げ
梓
昌
一
の
け
曽
閃
Φ
住
Φ
の
ω
O
げ
≦
Φ
一
N
Φ
『
げ
”
鶴
の
①
ω
一
ω
D
ω
N
I
ω
oQ●

N
q
日
O
Φ
α
鋤
O
び
け
口
博
ω
梓
曽
凶
Φ
α
①
『
閃
『
麟
昌
Φ
口
↓
餌
昌
昌
Φ
堕
ω
●
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O
I
朕
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社
会
内
処
遇
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原
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
〇
　
　
　
（
一
六
〇
）

（
3
6
）
曽
簿
鵬
o
箆
①
昌
窪
ω
＆
o
P
ω
。
串
総
。

（
37
）
浮
き
O
①
鼠
o
窪
巳
の
3
鴨
ユ
Φ
の
ω
9
ω
餌
巴
の
｝
ω
●
㎝
雫
巽

（
3
8
）
N
ロ
ヨ
O
①
農
9
ヨ
一
の
鼠
鴨
山
8
切
一
9
窪
ぎ
旨
①
ω
嫡
ω
’
ミ
ー
o
o
o

。
。

（
39
）
浮
目
O
。
鼠
畠
g
一
の
富
鴨
儀
R
ω
畠
≦
巴
冨
旨
。
簿
。
び
ω
ヒ
？
さ
o
。
●

（
4
0
）
N
仁
ヨ
O
①
詠
9
9
一
ω
富
α
q
Φ
山
段
毘
の
9
Φ
旨
簿
梓
ρ
ψ
一
8
占
旨

（
4
1
）
　
こ
れ
に
つ
き
、
前
出
二
九
頁
。

（
姐
）
　
こ
れ
に
つ
き
、
同
一
二
〇
頁
。

（
娼
）
　
N
仁
ヨ
O
①
忌
魯
9
一
ω
富
鴨
山
R
ω
畠
3
げ
q
茜
り
ψ
一
紐
－
ま
ド
シ
ェ
ー
ン
ブ
ル
ク
の
エ
ッ
チ
γ
グ
は
、
一
六
〇
頁
に
あ
る
。

（
岨
）
　
同
書
一
六
一
頁
に
あ
る
。

（
4
5
）
　
前
出
（
注
認
）
二
五
頁
以
下
。

（
4
6
）
U
一
巴
w
紹
控
民
仁
凝
Φ
冒
段
∪
霊
爵
R
①
凶
巨
閑
壁
冨
昌
国
壁
ω
ρ
臣
・
“
一
」
O
㎝
o
。
℃
ψ
旨
o。
h

（
4
7
）
U
一
①
ω
①
㊤
q
旨
区
屋
鑛
Φ
冒
R
く
o
ユ
謎
の
日
9
富
区
一
仁
紹
一
B
閑
四
昌
窪
国
窪
の
や
①
げ
9
伽
斜
ψ
8
①
中

（
4
8
）
Z
碧
ぼ
一
〇
鐸
5
9
鼠
ω
o
①
三
霞
①
ロ
肖
嵩
の
蜂
耳
巴
の
ω
Φ
邑
昌
貰
一
写
島
2
§
R
①
霞
ω
の
一
8
琶
け
R
α
Φ
暮
の
昌
①
ロ
ギ
o
け
①
の
冨
艮
①
p
ぎ
幻
簿
爵
窪
頃
程
ω
①

N
庫
頃
o
旨
ぴ
Φ
一
国
螢
ヨ
ご
ロ
お
矯
o
冨
旨
鼠
、
ψ
N
8
蹄

（
9
）
u
一
①
切
①
α
q
旨
且
旨
α
q
α
R
㌍
＆
霞
讐
ω
一
餌
一
ニ
ヨ
園
霊
げ
窪
国
鎧
ω
ρ
国
ぼ
幻
8
浮
一
一
〇
F
①
げ
①
且
僧
ψ
る
刈
中

（
5
0
）
　
注
4
8
の
二
〇
三
頁
以
下
、
特
に
二
〇
九
頁
。

四
　
む
　
す
　
び

　
一
九
世
紀
前
半
の
ド
イ
ッ
に
お
け
る
少
年
処
遇
の
一
端
を
紹
介
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
叙
述
に
お
い
て
指
摘
し
た
通
り
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン

ら
の
試
み
は
、
放
任
、
非
行
少
年
の
社
会
内
処
遇
の
発
展
史
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
そ
の
草
分
け
的
な
存
在
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
す
で
に

そ
の
当
時
、
ド
イ
ッ
の
各
地
に
お
い
て
同
種
の
施
設
が
実
績
を
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
そ
の
活
動
の
具
体
的
状
況
を
知
り
う
る
ま

と
ま
つ
た
形
で
の
資
料
は
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
の
手
に
な
る
も
の
ほ
ど
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
少
な
く
と
も
、
私
の
手
に
は
入
つ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
、
社
会
内
処
遇
の
原
型
の
一
つ
の
実
例
と
し
て
、
さ
し
当
つ
て
、
ラ
ウ
エ
ス
・
ハ
ウ
ス
で
の
少
年
処
遇
の
状
況
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
次
第



で
あ
る
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
、
今
後
、
折
を
み
て
、
一
九
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
年
処
遇
、
地
域
社
会
に
基
礎
を
置
い
た
社
会

復
帰
の
た
め
の
教
育
の
全
体
的
な
実
態
を
調
べ
、
ま
と
め
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ウ
ィ
ヒ
ェ
ル
ン
ら
の
創
設
し
た
ラ
ゥ
エ
ス
・
ハ
ゥ
ス
が
、
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
運
命
を
た
ど
つ
た
か
に
つ
い
て
も
、
残
念
な
が

ら
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
、
資
料
的
に
そ
れ
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
八
七
〇
年
に
北
ド
イ
ッ
連
邦
を
母
胎
と
し
て
ド
イ
ッ
帝
国
が

生
ま
れ
、
統
一
国
家
と
し
て
法
制
度
が
統
合
さ
れ
た
機
会
に
、
青
少
年
保
護
法
制
と
し
て
発
展
的
に
解
消
し
て
い
つ
た
の
か
、
依
然
と
し
て
、
宗

教
法
人
的
な
私
的
自
治
の
認
め
ら
れ
た
保
護
団
体
と
し
て
、
社
会
福
祉
施
設
に
変
容
し
、
公
的
な
矯
正
関
係
施
設
と
は
厳
格
に
区
別
さ
れ
た
民
間

組
織
に
な
つ
て
い
つ
た
の
か
。
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
不
明
で
あ
る
。

　
放
任
・
犯
罪
少
年
に
対
す
る
社
会
内
処
遇
と
い
つ
て
も
、
そ
の
実
態
は
、
今
日
で
い
う
教
護
院
や
養
護
施
設
に
似
た
も
の
で
あ
つ
た
ろ
う
。
そ

し
て
、
若
し
か
す
る
と
、
明
治
中
期
に
、
大
阪
の
池
上
雪
枝
、
千
葉
の
仏
教
団
体
が
私
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
感
化
院
を
創
設
し
た
際
に
、
モ

デ
ル
と
な
つ
た
の
が
、
或
い
は
此
の
種
の
宗
教
団
体
の
経
営
す
る
少
年
救
護
の
た
め
の
施
設
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
此
の
点
も
、
今

後
の
考
証
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
と
も
あ
れ
、
従
来
、
こ
の
種
の
少
年
施
設
の
実
態
に
つ
い
て
、
歴
史
的
な
考
証
が
比
較
的
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
し
、
殊
に
、

少
年
法
制
の
歴
史
的
沿
革
に
つ
い
て
、
ド
イ
ッ
に
お
け
る
そ
の
発
展
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
る
試
み
は
あ
ま
り
な
さ
れ
な
か
つ
た
よ
う
に
思
う
の
で
、

本
稿
に
も
、
何
程
か
の
存
在
理
由
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

社
会
内
処
遇
の
原
型

一
六
一

（
一
六
一
）


